
（別紙２）選挙公報 読み順付き原稿の記載について 

１ 選挙公報の点訳等について 

視覚に障がいのある選挙人が、各候補者の政見及び政策を知る機会を確保することを

目的として、視覚障がい者団体において選挙公報の点字版及び音声版を作成しています。 

このため、県選管では、選挙公報の掲載文原稿と併せて、原稿の写しに固有名詞のふ

りがなや文章を読む順番を付けた「読み順付き原稿」の提出を各候補者にお願いしてい

ます（原稿のコピー又は電子データを出力したものに手書きで記入したもので結構で

す。）。 

 

２ 点字について（参考） 

点字には漢字がなく、すべてひらがなと同様にかな書きで表されます。 

また、点字は、指で一文字ずつ順番に触ることで読むことができるものであるため、

文章を朗読するときと同様に、漢字のふりがなや文章を読む順番が必要となります。 

なお、ロゴマーク、絵文字、図及びイラストレーションの類は点訳することができま

せん。また、一部の文字及び記号等については、点字のルールに沿って別の文字又は記

号に置き換えられる場合があります。 

 

３ 固有名詞等へのふりがなの記載について 

(1) 漢字のふりがな 

掲載文に記載されている氏名、地名及び団体名の固有名詞には必ずふりがなをつけ

てください。 

また、候補者独自の造語等、特殊な読み方をするものにも必ずふりがなをつけてく

ださい。このほか「町」を「チョウ」と読むのか「マチ」と読むのかなど、複数の読

み方が考えられるものについて必ずふりがなをつけてください。 

なお、固有名詞以外で、特にふりがながついていないものに関しては、「私（わたし）」

「日本（にほん）」というように、常識的な読み方をするものと判断します。 

＜複数の読みが考えられるものの主な例＞ 

私：ワタシ、ワタクシ、シ  等：トウ、ナド 

真：マコト、シン  町：マチ、チョウ  村：ムラ、ソン   

川：カワ、ガワ  崎：サキ、ザキ  島：シマ、ジマ、トウ  

他：タ、ホカ  山：ヤマ、サン  寺：テラ、デラ、ジ   

港：ミナト、コウ  橋：ハシ、バシ、キョウ   

日本：ニホン、ニッポン  施策：シサク、セサク   

山積：ヤマヅミ、サンセキ  明日：アス、アシタ   

谷口：タニグチ、タニクチ  金田：カネダ、カナダ  

和美：カズミ、カズヨシ  幸男：サチオ、ユキオ   

河野：カワノ、コウノ  市場：シジョウ、イチバ 

一時：イチジ、イットキ、ヒトトキ 

熊谷：クマガイ、クマガヤ、クマタニ 



(2) ホームページアドレス等のふりがな 

掲載文に記載されているホームページアドレスのうち、特に読み間違えやすい文字

や記号には必要に応じてふりがなをつけてください。 

 

４ 読み順の記載について 

掲載文の写しに読み上げる順番をつけてください。 

氏名欄の候補者氏名については、一番初めとする（①をつける）ようにしてください。 

その他については、読み上げの順番は自由ですが、キャッチフレーズやスローガンな

どが本文中に突然出てくるような順序にすると、意味がわかりにくくなる場合がありま

すので注意してください。詳しくは別添の記載例を参考にしてください。 

＜読み間違えやすい文字・記号の主な例＞ 

0（ゼロ）と O（オー）  1（イチ）と l（エル） 

2（ニ）と 7（ナナ）と Z（ゼット） 

6（ロク）と b（ビー）  9（キュウ）と q（キュー）  

h（エイチ）と n（エヌ）と r（アール） 

-（ハイフン）と_（アンダーバー） 


